


　10 月１日から消費税が 10%に引き上げられ、食品等は８％の軽減税率
が適用されます。
　10月以降、軽減税率の対象品目の売り上げや仕入れ（経費）がある事業
者の方は、帳簿にこれまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書
等（区分記載請求書等）の発行や記帳などの経理（区分経理）をしていた
だくことになります。これに伴い、レシートや領収書等も税率ごとの記載
が必要となりますので、「軽減税率対応レジ」を導入していない場合には、
下記の記載例のように手書き等で対応することができます。














